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■ 新設された処遇改善加算の入力方法 

 

【 居宅介護支援事業所 様 の処遇改善加算の入力 】 

月間ケアプランにて、利用者様ごと入力が必要です。次月以降は前回取得で取得することができます。 

・要介護の居宅支援処遇改善加算の入力方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① サービス内容の空白のマスを

ダブルクリックします。 

 

② 「大分類」で「介護支援」を選

択します。 

 

③ 「居宅支援処遇改善加算」を選

択して登録をクリックします。 
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・要支援の介護予防支援処遇改善加算の入力方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① サービス内容の空白のマスを

ダブルクリックします。 

 

② 「大分類」で「介護予防支援」

を選択します。 

 

③ 「中分類」で「介護予防支援処

遇改善加算」を選択します。 

 

④ 該当する処遇改善加算（※）を

選択して登録します。 

居宅介護支援事業所で、要支援の利用者を 

直接引き受けている場合、 

「介護予防支援処遇改善加算２」を選択します。 

地域包括支援センターからの委託の利用者の場

合、「介護予防支援処遇改善加算１１」～「１４」か

ら選択します。加算・減算の有無により選択すべき

加算が異なります。 

※地域包括支援センターが請求する内容のため、

入力していなくても請求に差し支えはありません。 

 

（委託の処遇改善加算の選択方法の例） 

・介護予防支援Ⅰのみ加算なしの時 

→介護予防支援処遇改善加算１１ 

・介護予防支援Ⅰと初回加算がある時 

         →介護予防支援処遇改善加算１３ 

・介護予防支援Ⅰと委託連連携加算がある時 

 →介護予防支援処遇改善加算１３ 

・介護予防支援Ⅰと初回加算と委託連携加算の

両方がある時 

         →介護予防支援処遇改善加算１４ 

 

※高齢者虐待防止未実施減算、業務継続計画未

策定減算に該当する場合、上記の例には当ては

まりませんのでお問い合わせください。 
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【 訪問看護事業所 様  訪問リハビリ事業所 様 の処遇改善加算の入力 】 

月間ケアプランにて、利用者様ごと入力が必要です。次月以降は前回取得で取得することができます。 

※画像は訪問看護の入力例です。訪問リハビリや、予防サービスの場合は、名称を読み替えて同じ要領で入力

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① サービス内容の空白のマスを

ダブルクリックします。 

 

② 「大分類」で該当するサービス

種類を選択します。既に選択さ

れている場合は、改めて選択す

る必要はありません。 

 

③ 「中分類」で「処遇改善加算」

を選択します。 

 

④ 処遇改善加算が選択された状

態になりますので、登録をクリ

ックします。 

 

⑤ 他の内容を含めた全体でまと

めて実績へ計上を行うか、 

処遇改善加算の実績行の回数

欄をダブルクリックし、「1」を

入力して「Enter キー」を押し

てください。 

 

⑥ 処遇改善加算の実績行の「単位

合計」欄に単位数が反映したこ

とを確認して、月間ケアプラン

全体の登録をクリックしてく

ださい。 
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